
富里市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱 

 

（平成２０年４月１日告示第５４号） 

 

改正  平成２０年４月２３日告示第９６号  平成２１年４月１日告示第６３号の５ 

    平成２３年６月２７日告示第９１号  平成２５年４月１日告示第８０号の５ 

    平成２６年４月１日告示第７１号の１３ 令和５年３月１０日告示第２８号 

令和５年３月１４日告示第３０号 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、県内に所在する障害者グループホームの運営体制の充実

を図るため、運営等に要する経費の一部について、予算の範囲内において富

里市補助金等交付規則（平成１９年規則第１０号。以下「規則」という。）及

びこの要綱に基づき補助金を交付することにより、地域社会における障害者

の自立を助長し、もって社会復帰の促進を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

 （１） グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条第１

７項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。 

 （２） 障害支援区分 法第４条第４項に規定する障害支援区分をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、住居定員が６人以下のグル

ープホーム（現に入居者のいるものに限る。）を運営するものとする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、人件

費、運営費その他のグループホームの運営に必要な経費とする。ただし、入

居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。 

（補助金の算定方法） 

第５条 補助金の補助基準額は、別表のとおりとする。 

２ 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と対象経費の実支出額から寄

附金その他の収入を控除した額を比較して少ない方の額とする。ただし、法

に基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特

別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算を受けている場合は当該金額



を除いた額を補助基準額とする。この場合における補助基準額の適用につい

ては、月の初日の世話人配置、定員及び障害支援区分によるものとする。 

 （交付の申請） 

第６条 規則第５条第１項の規定により補助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、富里市障害者グループホーム運営費補助金交付申

請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、その

内容を審査し、交付の可否を決定し、富里市障害者グループホーム運営費補

助金交付決定（却下）通知書（別記第２号様式）により通知するものとする。 

（変更の承認） 

第８条 前条の規定による決定を受けた者は、申請内容に変更が生じたときは、

富里市障害者グループホーム運営費補助金変更・中止（廃止）承認申請書（別

記第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を調査し、

変更の承認の可否を決定し、富里市障害者グループホーム運営費補助金変

更・中止（廃止）承認・却下通知書（別記第４号様式）により、申請者に通

知するものとする。 

 （実績報告） 

第９条 申請者は、規則第１５条の規定により、富里市障害者グループホーム

運営費補助金実績報告書（別記第５号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る

書類の審査等により、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び

これに付した条件に適合するものであると認めたときは交付すべき額を確定

し、富里市障害者グループホーム運営費補助金交付確定通知書（別記第６号

様式）により通知するものとする。 

 （交付の請求） 

第１１条 前条に規定により通知を受けた申請者が、補助金の交付を受けようと

するときは、富里市障害者グループホーム運営費補助金交付請求書（別記第

７号様式）を市長に提出しなければならない。 

 （概算払の請求） 

第１２条 申請者が補助対象事業の目的を達成するため、市長が特に必要と認め

るときは、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。 



２ 申請者が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、富里

市障害者グループホーム運営費補助金概算払請求書（別記第８号様式）を市

長に提出しなければならない。 

 （決定の取消し） 

第１３条 市長は、申請者が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業

等に関し補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は

これに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後

においても適用があるものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事

業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期

限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、補助対象事業に交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返

還を命ずるものとする。 

３ 市長は、前２項の返還の請求に係る補助金で、やむを得ない事情があると

認めるときは、申請者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令

の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。 

   附 則（平成２０年４月２３日告示第９６号） 

 この告示は、公布の日から施行し、改正後の富里市障害者グループホーム等

運営費補助金交付要綱の規定は、平成２０年度分の予算に係る補助金から適用

する。 

   附 則（平成２１年４月１日告示第６３号の５） 

 この告示は、公示の日から施行する。 

   附 則（平成２３年６月２７日告示第９１号） 

 この告示は、公示の日から施行し、改正後の富里市障害者グループホーム等



運営費補助金交付要綱の規定は、平成２３年度分の予算に係る補助金から適用

する。 

   附 則（平成２５年４月１日告示第８０号の５） 

 この告示は、公示の日から施行する。  

附 則（平成２６年４月１日告示第７１号の１３） 

 （施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行前に、改正前の富里市障害者グループホーム等運営費補助

金交付要綱の規定に基づいて調製した用紙は、この告示の施行後においても、

当分の間、使用し、又は所要の修正をして使用することができる。 

   附 則（令和５年３月１０日告示第２８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（令和５年３月１４日告示第３０号） 

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第３４条の規定は、令和５年

４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

世話人配置

区分 
定員 障害支援区分 

補助基準額（入居者１人

当たり） 

４：１ ４人以下 非該当・区分１ １０８，０００円 

区分２ １２２，０００円 

区分３ １２７，０００円 

区分４ １５１，０００円 

区分５ １８８，０００円 

区分６ ２１５，０００円 

５人 非該当・区分１ ９３、０００円 

区分２ １０７，０００円 

区分３ １２６，０００円 

区分４ １４６，０００円 

区分５ １７７，０００円 

区分６ ２０４，０００円 



６人 非該当・区分１ ８３，０００円 

区分２ ９７、０００円 

区分３ １１９，０００円 

区分４ １３９，０００円 

区分５ １７０，０００円 

区分６ １９９，０００円 

５：１ ４人以下 非該当・区分１ ９４，０００円 

区分２ １０７，０００円 

区分３ １１２，０００円 

区分４ １３６，０００円 

区分５ １７２，０００円 

区分６ ２００，０００円 

５人 非該当・区分１ ７９，０００円 

区分２ ９２，０００円 

区分３ １１１，０００円 

区分４ １３１，０００円 

区分５ １６１，０００円 

区分６ １８９，０００円 

６人 非該当・区分１ ６９，０００円 

区分２ ８２，０００円 

区分３ １０４，０００円 

区分４ １２４，０００円 

区分５ １５４，０００円 

区分６ １８４，０００円 

６：１ ４人以下 非該当・区分１ ８５，０００円 

区分２ ９７，０００円 

区分３ １０２，０００円 

区分４ １２６，０００円 



区分５ １６２，０００円 

区分６ １９０，０００円 

５人 非該当・区分１ ７０，０００円 

区分２ ８２，０００円 

区分３ １０１，０００円 

区分４ １２１，０００円 

区分５ １５１，０００円 

区分６ １７９，０００円 

６人 非該当・区分１ ６０，０００円 

区分２ ７２，０００円 

区分３ ９４，０００円 

区分４ １１４，０００円 

区分５ １４４，０００円 

区分６ １７４，０００円 

 備考 月の途中で世話人配置、定員又は障害支援区分が変更になった場合は、

月の初日の区分を適用するものとする。 



別記 

第１号様式（第６条関係） 

 

年    月    日  

 

  富里市長          様 

 

所在地 

申請者 名 称 

代表者           ㊞ 

 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金交付申請書 

 

    年度富里市障害者グループホーム運営費補助金の交付を受けたいので、

富里市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第６条の規定により、下記

のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

 

１ 補助金申請額            円 

概算払の交付請求の有無  有・無 

概算払を受けたい時期及び金額 

月 月 月 月 

円 円 円 円 

概算払を受けよう

とする理由 

 

 備考 概算払を受けたい場合は、資金収支計画書を添付すること。 

２ 補助金所要額調書（別紙） 

 

 



別紙（第１号様式関係） 

富里市障害者グループホーム運営費補助金所要額調書 

                                事業者名               

１ 補助金所要額                                                   （単位：円） 

対象者数 

対象経費 

補助基準額計 

補助所要額 

(C と D を比較して

少ない額） 備考 対象経費の 

支出予定額 

寄附金その他の 

収入予定額 
差 引 額 

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｄ Ｅ 

              
備考 

１ Ａの対象経費の支出予定額は、対象者分に係る分について按分等により計算した額を記入する。 

２ Ｄの補助基準額計欄には、「２ 対象者の内訳」の合計額が入る。 

３ 歳入歳出予算書抄本を添付すること。 

 
２ 対象者の内訳 

事業所名 

共同生活住居名 
定員 入居者氏名 利用延月数① 補助基準額② 国加算等の計③ 

合計 

①×②－③ 

             

              

              

              

              

計      
備考 

１ 入居者が月の途中で入退去した場合は日割計算を行い、小数点以下第２位まで算出する。（小数点第３位以下を切捨て） 

  （例：４月１日～８月１３日までの利用の場合、８月は１３日÷３１日＝０．４１９⇒０．４１のため、４．４１月となる。） 

２ 区分の適用は月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分によるものとする。 

３ 「国加算等の計」の欄には、共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援 

加算の合計額を記入すること。 



第２号様式（第７条関係） 

 

指令第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

富里市長          印      

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金交付決定・却下通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった    年度富里市障害者グル

ープホーム運営費補助金について、下記のとおり決定・却下したので、富里市

障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

記 

１ 補助金交付決定額            円 

概算払による交付額 

交付時期 月 月 月 月 

交付金額 円 円 円 円 

備考 概算払の決定を受けた場合は、富里市障害者グループホーム運営費補

助金交付要綱第１２条第２項に規定する富里市障害者グループホーム運営

費補助金概算払請求書を市長に提出してください。 

 

２ 申請却下 

 理由 



第３号様式（第８条関係） 

年    月    日  

  富里市長          様 

 

所在地 

申請者 名 称 

代表者           ㊞ 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金変更（中止・廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付け指令第  号で補助金交付の決定あった富里市

障害者グループホーム運営費補助金に係る事業を下記のとおり変更（中止・廃

止）したいので、富里市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第８条第

１項の規定により承認を申請します。 

記 

追加交付申請額              円 

既交付決定額               円 

変更（中止・廃止）後補助金所要額     円 

変更（中止・廃止）後の概算払の交付請求の有無  有・無 

概算払を受けたい時期及び金額 

既 受 入 済 額 月 月 月 月 

円 円 円 円 円 

概算払を受けよ

う と す る 理 由 

 

 備考 概算払を受けたい場合は、資金収支計画書を添付すること。 

 

１ 変更（中止・廃止）の理由 

 

 

２ 変更の場合、変更したい内容 

 

 （１） 補助金所要額変更調書（別紙）  

 （２） 定員       人（    年  月  日変更） 



別紙（第３号様式関係） 

富里市障害者グループホーム運営費補助金所要額変更調書 

                                事業者名             

１ 補助金所要額                                                   （単位：円） 

対象者数 

対象経費 

補助基準額計 

補助所要額 

(C と D を比較して

少ない額） 備考 対象経費の 

支出予定額 

寄附金その他の 

収入予定額 
差 引 額 

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｄ Ｅ 

              
備考 

 １ Ａの対象経費の支出予定額は、対象者分に係る分について按分等により計算した額を記入する。 

２ Ｄの補助基準額計欄には、「２ 対象者の内訳」の合計額が入る。 

３ 歳入歳出予算書抄本を添付すること。 

 
２ 対象者の内訳       

事業所名 

共同生活住居名 
定員 入居者氏名 利用延月数① 補助基準額② 国加算等の計③ 

合計 

①×②－③ 

             

              

              

              

              

計      
備考 

１ 入居者が月の途中で入退去した場合は日割計算を行い、小数点以下第２位まで算出する。（小数点第３位以下を切捨て） 

  （例：４月１日～８月１３日までの利用の場合、８月は１３日÷３１日＝０．４１９⇒０．４１のため、４．４１月となる。） 

２ 区分の適用は月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分よるものとする。 

３ 「国加算等の計」の欄には、共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援 

加算の合計額を記入すること。 



第４号様式（第８条関係） 

 

指令第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

富里市長          印      

 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金変更（中止・廃止） 

承認・却下通知書 

年  月  日付けで申請のあった    年度富里市障害者グル

ープホーム運営費補助金の変更（中止・廃止）について、下記のとおり承認・

却下したので、富里市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第８条第２

項の規定により通知します。 

記 

１ 承認 

変更後の交付決定額            円 

変更後の概算払による交付額 

交付時期 既交付済額 月 月 月 月 

交付金額 円 円 円 円 円 

備考 概算払の決定を受けた場合は、富里市障害者グループホーム運営費補

助金交付要綱第１２条第２項に規定する富里市障害者グループホーム運営

費補助金概算払請求書を市長に提出してください。 

 

２ 申請却下 

 理由 



第５号様式（第９条関係） 

 

    年    月    日  

 

  富里市長          様 

 

所在地 

申請者 名 称 

代表者           ㊞ 

 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金実績報告書 

 

 富里市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第９条の規定により、次

のとおり実績報告します。 

記 

１ 補助金決定額            円 

 

２ 補助金所要額収支精算書（別紙） 

 



別紙（第５号様式関係） 

富里市障害者グループホーム運営費補助金精算書 

                                事業者名               

１ 補助金精算書                                                   （単位：円） 

対象者数 

対象経費 

補助基準額計 

補助所要額 

(CとDを比較し

て少ない額） 

交付決定額 
差引 

過不足額 対象経費の 

支出額 

寄附金その他の

収入額 
差 引 額 

Ａ Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｄ Ｅ Ｆ Ｆ－Ｅ 

            
備考 

１ Ａの対象経費の支出予定額は、対象者分に係る分について按分等により計算した額を記入する。 

２ Ｄの補助基準額計欄には、「２ 対象者の内訳」の合計額が入る。 

３ 歳入歳出決算（見込）書抄本を添付すること。 

 
２ 対象者の内訳       

事業所名 

共同生活住居名 
定員 入居者氏名 利用延月数① 補助基準額② 国加算等の計③ 

合計 

①×②－③ 

             

              

              

              

              

計      
備考 

１ 入居者が月の途中で入退去した場合は日割計算を行い、小数点以下第２位まで算出する。（小数点第３位以下を切捨て） 

  （例：４月１日～８月１３日までの利用の場合、８月は１３日÷３１日＝０．４１９⇒０．４１のため、４．４１月となる。） 

２ 区分の適用は月の初日の世話人配置、定員、障害支援区分によるものとする。 

３ 「国加算等の計」の欄には、共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援 

加算の合計額を記入すること。 



第６号様式（第１０条関係） 

 

達第     号  

年  月  日  

 

             様 

 

富里市長          印      

 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金交付確定通知書 

  

     年  月 日付け指令第   号で交付決定した富里市障害者グル

ープホーム運営費補助金については、富里市障害者グループホーム運営費補助

金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり交付額を確定したので通知し

ます。 

記 

交付確定額           円 



第７号様式（第１１条関係） 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金請求書 

 

    年    月    日  

 

  富里市長          様 

 

所在地 

申請者 名 称 

代表者           ㊞ 

 

 

     年  月  日付けで確定通知のありました富里市障害者グループ

ホーム運営費補助金を富里市障害者グループホーム運営費補助金交付要綱第１

１条の規定により、次のとおり請求します。 

 

交 付 確 定 額  金        円 

 

既概算払交付額  金        円 

 

今 回 請 求 額  金        円 

 

金 融 機 関 名 

銀 行 

信用金庫 

農 協 

信用組合 

支 店 

本 店 

本 所 

口 座 番 号 普 通 ･ 当 座  

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 人 

 

 

添付書類 

富里市障害者グループホーム運営費補助金交付確定通知書 



第８号様式（第１２条関係） 

 

富里市障害者グループホーム運営費補助金概算払請求書 

 

  富里市長          様 

 

所在地 

申請者 名 称 

代表者           ㊞ 

 

     年  月 日付け指令第   号で交付決定のあった富里市障害者

グループホーム運営費補助金について、富里市障害者グループホーム運営費補

助金交付要綱第１２条第２項の規定により次のとおり概算払されますよう請求

します。 

補 助 金 交 付 決 定 額  ①              円 

既 交 付 済 額 ② 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

年  月  日      円 

  計          円 

今 回 請 求 額 ③              円 

補助金交付決定額との差額 

①－②－③ 
             円 

備考 既交付済額には、既に概算払を行っている場合、その交付年月日及び交

付金額を記入してください。 

 

金 融 機 関 名 

銀 行 

信用金庫 

農 協 

信用組合 

支 店 

本 店 

本 所 

口 座 番 号 普 通 ･ 当 座  

フ リ ガ ナ 

口 座 名 義 人 

 

 

  


